
 第１４号議案  

 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の

一部を改正する条例の制定について  

 

 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例（平成２８年亀岡市条例第  

４５号）の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。  

 

   令和元年１２月２日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の

一部を改正する条例  

 

 亀岡市駅前送迎用スペース管理条例（平成２８年亀岡市条例第  

４５号）の一部を次のように改正する。  

 

 第２条の表ＪＲ亀岡駅前送迎用スペースの項の次に次のように加

える。  

ＪＲ亀岡駅北口送迎用スペース 亀岡市追分町谷筋、一本木地内 

 

   附  則  

 

 この条例は、公布の日から施行する。  
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亀岡市駅前送迎用スペース管理条例の

一部を改正する条例案要綱  

 

 

１  駅前送迎用スペースに次の送迎用スペースを追加すること。  

 

名  称 位  置 

ＪＲ亀岡駅北口送迎用スペース 亀岡市追分町谷筋、一本木地内 

 

２  この条例は、公布の日から施行すること。  
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